
訂正は、すべて二重線と訂正印でお願いします。
修正液・修正テープ、砂消しゴムでの訂正は不可です。

令和５年４月１日に施行された定年条例の施行日前の定年条例での
定年年齢を記入すること。（特に技能労務職について注意）

給料月額の7割措置が適用されている者については、7割措置前の給料月額を
記入し、7割措置となった年月日を左欄に記入すること。

振込先が「ゆうちょ銀行」の場合は、振込用として別に指定されている支店名・預金種目
・口座番号を記入すること。
「普通預金」以外の口座の場合には、二重線で訂正して当該預金種別を記入すること。
「口座名義」は、「カナ」で名義を記入すること。
（通帳を確認の上、記入すること。）

死亡退職及び差押命令が送達されている場合等の特別な場合を除き、「市町村職員共済
組合の未償還貸付金を退職手当から控除し、市町村職員共済組合へ送金することを当組
合に依頼する」場合には、「請求者」の欄と同じ印鑑で捺印すること。

「氏名欄」は必ず自署及び捺印。
（MicrosoftWordやゴム印などでは記入しないこと。）
※「ふりがな」を忘れずに記入すること。

請求年月日、証明年月日は
退職日以降とすること。
（3月31日退職者は「3月31日」
とすること。）

給料月額の7割措置が適用されている者については、7割措置の給料月額（管理監督職務
勤務上限年齢調整額が支給されている者は当該額を含む）を記入すること。

＜定年退職での記入見本＞

定年年齢に達し、かつ、定年年齢以後の最初の3月31日（定年退職日）に退職した
場合に「2.定年」となり、定年年齢に達していても定年退職日までに退職した場合
には「10.旧定年年齢に達した日以後非違によらない退職」となる。
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